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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成３０年１０月千葉県地方港湾審議会 

・平成３０年１１月交通政策審議会第７２回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・平成３１年３月千葉県地方港湾審議会 

・令和２年３月千葉県地方港湾審議会 

の議を経た千葉港の港湾計画の軽易な変更をするものである。  
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変更理由 

   立地企業の要請に対処するため、五井地区において専用埠頭計画

の変更をする。 
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港湾施設の規模及び配置 

１ 専用埠頭計画 

１－１ 五井地区 

立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり計画する。 

水深４．５ｍ 岸壁 延長１１７ｍ ［新規計画］ 

 

水深６．５ｍ 岸壁 延長１５２ｍ ［既設の変更計画］ 

   既設 

水深７．０ｍ 岸壁 延長２９１ｍ 

 

以下の施設を廃止する。 

   既設 

    水深７．０ｍ 岸壁 延長１６ｍ 

    水深５．５ｍ 岸壁 延長６５ｍ 

    水深５．５ｍ 岸壁 延長６０ｍ 
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千葉港港湾計画図 

凡　　例

公 共 岸 壁

航 路 ・ 泊 地

ド ル フ ィ ン
(既　　設)

そ の 他 道 路

そ の 他 緑 地 (既　　設)

(既定計画)

(既　　設)

施 設 撤 去 (既定計画)

(既　　設)

防 波 堤 (既　　設)

(既　　設)

緑 地

公 共 物 揚 場 (既　　設)

専 用 岸 壁
(今回計画)

(既　　設)

埠 頭 用 地 (既　　設)

臨 港 道 路 (既　　設)

そ の他 の 用 地 (既　　設)

(既定計画)

専 用 岸 壁
(今回計画)


